
老人福祉法（昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号） 

 

（定義） 

第五条の二 この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、

老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型

老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。 

 

第五条の三 この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老

人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉セン

ター及び老人介護支援センターをいう。 

 

（老人居宅生活支援事業の開始） 

第十四条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじ

め、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行う

ことができる。 

（変更） 

第十四条の二 前条の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生

じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならな

い。 

（廃止又は休止） 

第十四条の三 国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止し

ようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を

都道府県知事に届け出なければならない。 

（施設の設置） 

第十五条 都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。 

２ 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生

労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期

入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。 

３ 市町村及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第

二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第十六条第二項において同じ。）は、厚

生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知

事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。 

４ 社会福祉法人は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受け

て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。 

５ 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、軽費老人ホーム又は

老人福祉センターを設置することができる。 



６ 都道府県知事は、第四項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る養護老

人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域（介護保険法第百十八条第二項

第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における養護老人ホーム若しく

は特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該都道府

県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別

養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホ

ーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、

その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、

第四項の認可をしないことができる。 

（変更） 

第十五条の二 前条第二項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変

更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければな

らない。 

２ 前条第三項の規定による届出をし、又は同条第四項の規定による認可を受けた者は、

厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知

事に届け出なければならない。 

（廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加） 

第十六条 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又

は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日

の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 市町村及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、

休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、

その廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労

働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 社会福祉法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しく

はその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、その廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加

について、都道府県知事の認可を受けなければならない。 

４ 第十五条第六項の規定は、前項の規定により社会福祉法人が養護老人ホーム又は特別

養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請をした場合について準用する。 

（届出等） 

第二十九条 有料老人ホーム（老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事

の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの（以下「介

護等」という。）の供与（他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすること

を約する場合を含む。第十三項を除き、以下この条において同じ。）をする事業を行う施

設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労



働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者は、あらかじ

め、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出な

ければならない。 

一 施設の名称及び設置予定地 

二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

２ 前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたとき

は、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするとき

は、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければ

ならない。 

４～19（略） 


